
団体名 信金中央金庫

取組名称 信用金庫業界における預金代払いスキームの構築

取組概要 一般社団法人全国信用金庫協会および信金中央金庫は、東日本

大震災の発生により避難生活を余儀なくされている被災地の６信用金

庫（宮古・杜の都・石巻・気仙沼・ひまわり・あぶくま）の預金者が、避難

先にある取引先信用金庫以外の信用金庫の窓口で、預金を払い戻す

ことが可能となる「預金代払いスキーム」（払戻し限度額は1日10万円

以内）を構築し、平成23年３月25日より取扱いを開始している。

取組成果 当該スキームの構築により、被災地内外で避難生活を余儀なくされている預金者が、避難先最寄りの信用金庫の窓口で、自ら

の預金を払い戻すことができるようになり、避難者の生活資金の確保等に寄与した。

なお、平成31年２月末現在の取扱実績は、149金庫、2,576件、241百万円となっている。
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